
議案第 号 

 

日野町職員 育児休業等 関 条例 一部改正 い  

 

日野町職員 育児休業等 関 条例 一部を別紙 改正  

 

和 年 月 日提出 

 

日野町長  﨏    淳  一 



日野町職員 育児休業等 関 条例 改正 必要 理 概要 

 

  背景及び趣旨 

地方公務員法及び地方自治法 一部改正 和 年 月 日 始ま

会計年度任用職員制度 い 一定条件 会計年度任用職員 育

児休業を取得 う所要 改正を行う  

 

  主 改正内容 

 ・会計年度任用職員 育児休業 取得 職員 条例第 条第 号  

 任命権者を同 あ 職 特定職 いう 引 続 在職 

た期間 年 あ 職員 

 子 歳６ 月 達 日ま 子 歳６ 月 歳到達日ま

間育児休業を 場合 子 歳 ま 任期期間 任

期 更新さ 場合 あ 更新後 満了 こ 及び特

定職 引 続 採用さ いこ 明 いこ  

    勤務日 日数を考慮 別 定 職員 週間 勤務日 日

又 年間 勤務日 日 あ こ  

 

・育児休業 期間 条例第 条 第 条  

 原則 子 歳 到達 日ま  

 一定 要件を満た 場合 歳 月 歳６ 月又 歳 達

日ま 取得 可能  

 配偶者 子 歳誕生日 前日ま 期間 

       ⇒配偶者 育児休業 開始日 歳 月 達 日ま

最長 年間 期間 

 本人又 配偶者 育児休業 い 本人 子 歳誕生日 降

育児休業 こ 特 必要 認 場合 保育所 入所

を希望 い 入所 い場合  

              ⇒子 歳誕生日 歳６ 月 最長 歳 達 日ま

期間 

 

  施行期日  和 年 月 日 施行  



日野町職員 育児休業等 関 条例 一部を改正 条例 

日野町職員 育児休業等 関 条例。 成4 日野町条例第」号) 一部を次 う 改正  

改正  改正前 

  

。趣旨) 。趣旨) 

第1条 条例 地方公務員 育児休業等 関 法 。 成」

法 第110号 育児休業法 いう )第「条第1項 第」条第

「項 第5条第「項 第7条 第8条 第10条第1項及び第「項 第14

条 第17条 第18条第」項並び 第19条第1項及び第「項 規定 基

並び 同法を実施 職員 育児休業等 関 必要

事項を定  

 

第1条 条例 地方公務員 育児休業等 関 法 。 成」

法 第110号 育児休業法 いう )第「条第1項 第」条第

「項 第5条第「項 第7条 第8条 第10条第1項及び第「項 第14

条 第15条 第17条 第18条第」項並び 第19条第1項及び第「項

規定 基 並び 同法を実施 職員 育児休業等

関 必要 事項を定  

。育児休業を い職員) 。育児休業を い職員) 

第「条 略 第「条 略 

。1) 略 。1) 略 

。「) 日野町職員 定 等 関 条例。昭和59 日野町条例第「1

号 定 条例 いう )第4条第1項又 第「項 規定

引 い 勤務 い 職員 

。」) 次 い 該当 非常勤職員 外 非常勤職員 

ア 次 い 該当 非常勤職員 

ア  任命権者を同 く 職。 特定職 いう )

引 在職 期間 1 あ 職員 

イ  そ 養育 子。育児休業法第「条第1項 規定 子を

いう 同 ) 1歳6 月 達 日。 1歳6 月到達

日 いう )。第「条 4 規定 該当 場合 あ 「

歳 達 日) そ 任期。任期 更新さ 場合 あ

更新 ) 満了 及び特定職 引 採

用さ い 明 い非常勤職員 

ウ  勤務日 日数を考慮 定 非常勤職員 

  イ 第「条 」第」号 掲 場合 該当 非常勤職員。そ 養育

。「) 日野町職員 定 等 関 条例第4条第1項又 第「項 規

定 引 い 勤務 い 職員 



子 1歳 到達 日。 号及び同条 い 1歳到

達日 いう )。当該子 い 当該非常勤職員 育児休

業 期間 末日 さ 日 当該子 1歳到達日 あ 場合

あ 当該末日 さ 日) い 育児休業を い 非

常勤職員 限  

ウ そ 任期 末日を育児休業 期間 末日 育児休業を

い 非常勤職員 あ 当該育児休業 係 子 い

当該任期 更新さ 又 当該任期 満了 特定職 引

採用さ 伴い 当該任期 末日 翌日又 当該引

採用さ 日を育児休業 期間 初日 育児休業を

う  

 

。育児休業法第「条第1項 条例 定 者) 。育児休業法第「条第1項 条例 定 者) 

第「条 「 育児休業法第「条第1項 条例 定 者 児童福祉法

。昭和「「 法 第164号)第6条 4第1項 規定 養育里親 あ

職員。児童 親そ 他 同法第「7条第4項 規定 者 意 反

同項 規定 同法第6条 4第「号 規定 養子縁

組里親 当該児童を委託 い職員 限 )

同法第「7条第1項第」号 規定 委託さ い 当該児童

 

 

。育児休業法第「条第1項 条例 定 日) 

第「条 」 育児休業法第「条第1項 条例 定 日 次 各号

掲 場合 区分 応 当該各号 定 日  

。1)  次号及び第」号 掲 場合 外 場合 非常勤職員 養育

子 1歳到達日 

。「)  非常勤職員 配偶者。届出を い 事実 婚姻関係 同様

事情 あ 者を含 同 ) 当該非常勤職員 養育

子 1歳到達日 前 い 日 い 当該子を養育

育児休業法そ 他 法 規定 育児休業。

条及び次条 い 地方等育児休業 いう )を

第「条 「 育児休業法第「条第1項 条例 定 者 児童福祉法

。昭和「「 法 第164号)第「7条第1項」号 規定 同法第6条 4

第「項 規定 養育里親 あ 職員 委託さ い 児童 う

当該児童 親そ 他同法第「7条第4項 規定 者 意 反

当該職員 養子縁組 養親 い

者  



い 場合 い 当該非常勤職員 当該子 い 育児休業

を う 場合。当該育児休業 期間 初日 さ 日

当該子 1歳到達日 翌日 あ 場合又 当該地方等育児休

業 期間 初日前 あ 場合を除く )当該子 1歳「 月 達

日。当該日 当該育児休業 期間 初日 さ 日 起

算 育児休業等可能日数。当該子 出生 日 当該子 1歳

到達日 日数をいう ) 育児休業等 得日数。当該子

出生 日 当該非常勤職員 労働基準法。昭和「「 法 第49

号)第65条第1項又 第「項 規定 勤務 日数

当該子 い 育児休業を 日数を合算 日数をいう )

を差 引い 日数を経過 日 日 あ 当該

経過 日) 

。」)  1歳 1歳6 月 達 子を養育 非常勤職

員 当該子 1歳到達日。当該子を養育 非常勤職員 前号

掲 場合 該当 育児休業又 当該非常勤職員 配偶

者 同号 掲 場合若 く 相当 場合 該当

育児休業又 当該非常勤職員 配偶者 同号 掲 場合

若 く 相当 場合 該当 地方等育児休業

期間 末日 さ 日 当該子 1歳到達日 あ 場合 あ

当該末日 さ 日。当該育児休業 期間 末日 さ

日 当該地方等育児休業 期間 末日 さ 日 異

そ い 日)) 翌日。当該子 1歳到達日 期

間 い 号 掲 場合 該当 そ 任期 末日を育

児休業 期間 期間 末日 育児休業を い 非常勤職

員 あ 当該任期 更新さ 又 当該任期 満了 特

定職 引 採用さ あ 当該任期 末日

翌日又 当該引 採用さ 日)を育児休業 期間 初日

育児休業を う 場合 あ 次 掲 場

合 い 該当  当該子 1歳6ヶ月到達日 

ア 当該子 い 当該非常勤職員 当該子 1歳到達日。当

該非常勤職員 育児休業 末日 さ 日 当該子 1



歳到達日 あ 場合 あ 当該末日 さ 日)

い 育児休業を い 場合又 当該非常勤職員 配偶者

当該子 1歳到達日。当該配偶者 地方等育児休業 期

間 末日 さ 日 当該子 1歳到達日 あ 場合 あ

当該末日 さ 日) い 地方等育児休業を

い 場合 

イ 当該子 1歳到達日 期間 い 育児休業を

的 勤務 特 必要 認 場合 規則

定 場合 該当 場合 

 

 。育児休業法第「条第1項 条例 定 場合) 

第「条 4 育児休業法第「条第1項 条例 定 場合 1歳6 月

「歳 達 子を養育 非常勤職員 当該子

1歳6 月到達日 翌日。当該子 1歳6 月到達日 期間 い

条 規定 該当 そ 任期 末日を育児休業 期間 末日

育児休業を い 非常勤職員 あ 当該任期 更新

さ 又 当該任期 満了 特定職 引 採用さ

あ 当該任期 末日 翌日又 当該引 採用さ 日)

を育児休業 期間 初日 育児休業を う 場合 あ

次 各号 い 該当  

。1)  当該子 い 当該非常勤職員 当該子 1歳6 月到達

日 い 育児休業を い 場合又 当該非常勤職員 配

偶者 当該子 1歳6 月到達日 い 地方等育児休業を

い 場合 

。「)  当該子 1歳6 月到達日 期間 い 育児休業

的 勤務 特 必要 認 場合

規則 定 場合 該当 場合 

。」)  

 

。育児休業法第「条第1項 書 人事院規則 定 期間を基準

条例 定 期間) 

 

。育児休業法第「条第1項 書 条例 定 期間) 



第「条 5 育児休業法第「条第1項 書 人事院規則 定 期

間を基準 条例 定 期間 57日間  

第「条 」 育児休業法第「条第1項 書 条例 定 期間

57日間  

 

。育児休業法第「条第1項 書 条例 定 特 事情) 

 

。育児休業法第「条第1項 書 条例 定 特 事情) 

第」条 略 第」条 略 

。1) 育児休業を い 職員 産前 休業を始 又 出産

当該育児休業 承認 効力を失 当該産

前 休業又 出産 係 子 次 掲 場合 該当

 

ア 死亡 場合 

イ 養子縁組等 職員 居 場合 

。「) 育児休業を い 職員 第5条 規定 事由 該当

当該育児休業 承認 消さ 同条 規

定 承認 係 子 次 掲 場合 該当

 

ア 前号ア又イ 掲 場合 

イ 民法。明治「9 法 第89号)第817条 「第1項 規定

請求 係 家事裁 事件 終了 場合。特 養子縁組

成立 審 確定 場合を除く )又 養子縁組 成

立 い 児童福祉法第「7条第1項第」号 規定 措

置 解除さ 場合 

。1) 育児休業を い 職員 産前 休業を始 若 く 出産

当該育児休業 承認 効力を失い 又 第5条

規定 事由 該当 当該育児休業 承認

消さ 当該産前 休業若 く 出産 係 子又 同号

規定 承認 係 子 死亡 又 養子縁組等 職員

居  

。」) 略 。「) 略  

。4) 略 。」) 略 

。5) 略 。4) 略 

。6) 配偶者 負傷又 疾病 入院 配偶者 居

育児休業 係 子 い 児童福祉法第」9条第1項 規

定 保育所 就学前 子 関 教育 保育等 総合的

提供 推進 関 法 。 成18 法 第77号)第「条第6項

規定 認定 園又 児童福祉法第「4条第「項 規定 家

庭的保育事業等。 保育所等 いう ) 保育 利

。5) 配偶者 負傷又 疾病 入院 配偶者 居

そ 他 育児休業 終了時 予測

事実 生 当該育児休業 係 子 い 育児

休業を そ 養育 著 い支障 生

 



用を希望 申込 を行 い 当面そ 実施 行わ

い そ 他 育児休業 終了時 予測

事実 生 当該育児休業 係 子 い 再度

育児休業を そ 養育 著 い支障を生

 

。7) 第「条 」第」号 掲 場合 該当 又 第「条 4

規定 該当  

。8) そ 任期 末日を育児休業 期間 末日 育児休業を

い 非常勤職員 当該育児休業 係 子 い 当該任

期 更新さ 又 当該任期 満了 特定職 引 採用

さ 伴い 当該任期 末日 翌日又 当該引 採

用さ 日を育児休業 期日 初日 育児休業を う

 

 

。育児休業 期間 再度 延長 特 事情) 。育児休業 期間 再度 延長 特 事情) 

第4条 育児休業法第」条第「項 条例 定 特 事情 配偶者

負傷又 疾病 入院 配偶者 居 育

児休業 係 子 い 保育所等 保育 利用を希望

申込 を行 い 当面そ 実施 行わ い そ 他

育児休業 期間 延長 請求時 予測 事

実 生 当該育児休業 係 子 い 育児休業

期間 再度 延長を そ 養育 著 い支障 生

 

第4条 育児休業法第」条第「項 条例 定 特 事情 配偶者

負傷又 疾病 入院 配偶者 居 そ

他 育児休業 期間 延長 請求時 予測

事実 生 当該育児休業 係 子 い 育児休

業 期間 再度 延長を そ 養育 著 い支障 生

 

  

。育児短時間勤務を い職員) 。育児短時間勤務を い職員) 

第8条 略 第8条 略 

。1) 略 。1) 略 

。「) 定 条例第4条第1項又 第「項 規定 引 い 勤務

い 職員 

。「) 日野町職員 定 等 関 条例。昭和59 日野町条例第「1

号)第4条第1項又 第「項 規定 引 い 勤務 い

職員 



。育児短時間勤務 終了 日 翌日 起算 1 を経過 い

場合 育児短時間勤務を 特 事情) 

。育児短時間勤務 終了 日 翌日 起算 1 を経過 い

場合 育児短時間勤務を 特 事情) 

第9条 略 第9条 略 

。1) 育児短時間勤務。育児休業法第10条第1項 規定 育児短時

間勤務をいう 同 )を い 職員 産前 休業を始

又 出産 当該育児短時間勤務 承認 効

力を失 当該産前 休業又 出産 係 子 第」条第1号

ア又 イ 掲 場合 該当  

。1) 育児短時間勤務。育児休業法第10条第1項 規定 育児短時

間勤務をいう 同 )を い 職員 産前 休業を始

若 く 出産 当該育児短時間勤務 承認 効力

を失い 又 第1「条第1号 掲 事由 該当 当

該育児短時間勤務 承認 消さ 当該産前 休業若

く 出産 係 子若 く 同号 規定 承認 係 子 死

亡 又 養子縁組等 職員 居

 

。「) 育児短時間勤務を い 職員 第14条第1号 掲 事

由 該当 当該育児短時間勤務 承認 消さ

同号 規定 承認 係 子 第」条第「号ア又 イ

掲 場合 該当  

。」) 略 

 

 

 

 

。「) 略 

。4) 略 。」) 略 

。5) 略 。4) 略 

。6) 略 。5) 略  

。7) 配偶者 負傷又 疾病 入院 配偶者 居

育児短時間勤務 係 子 い 保育所等 保

育 利用を希望 申込 を行 い 当面そ 実施 行

わ い そ 他 育児短時間勤務 終了時 予測

事実 生 当該育児短時間勤務

係 子 い 育児短時間勤務を そ 養育 著 い

支障 生  

。6) 配偶者 負傷又 疾病 入院 配偶者 居

そ 他 育児短時間勤務 終了時 予測

事実 生 当該育児短時間勤務 係 子

い 育児短時間勤務を そ 養育 著 い支障

生  

  

。部分休業を い職員) 。部分休業を い職員) 

第16条 略 第16条 略 



。1) 略 。1) 略 

。「) 次 い 該当 非常勤職員 外 非常勤職員。地方

公務員法。昭和「5 法 第「61号)第「8条 5第1項 規定 短時

間勤務 職を占 職員。 再任用短時間勤務職員等 い

う )を除く ) 

。「) 次 い 該当 非常勤職員 外 非常勤職員。地方

公務員法第「8条 5第1項 規定 短時間勤務 職を占 職

員。 再任用短時間勤務職員等 いう )を除く ) 

ア 略 ア 略 

イ 略 

 

イ 略 

 

。部分休業 承認) 。部分休業 承認) 

第17条 略 

「 特 休暇 う 規則 定 育児時間。 育児時間 い

う )又 勤務時間条例第15条 「第1項 規定 介護時間 承

認を 勤務 い職員。非常勤職員を除く ) 対 部分休

業 承認 い 1日 「時間 当該育児時間又 当該

介護時間 承認を 勤務 い時間を減 時間を超え い

範囲 行う  

」 非常勤職員 対 部分休業 承認 い 1日 当

該非常勤職員 い 1日 定 勤務時間 5時間45

分を減 時間を超え い範囲内 。当該非常勤職員 育児時間又

育児休業 介護休業等育児又 家族介護を行う労働者 福祉

関 法 。 成」 法 第76号)第61条第」「項 い 読 替え

準用 同条第「9項 規定 介護を 時間。 介

護を 時間 いう ) 承認を 勤務 い場合

あ 当該時間を超え い範囲内 「時間 当該育

児時間又 当該介護を 時間 承認を 勤務 い

時間を減 時間を超え い範囲内 )行う  

 

第17条 略 

「 労働基準法第67条 規定 育児時間。 育児時間 い

う )を承認さ い 職員。非常勤職員を除く ) 対 部分休

業 承認 い 1日 「時間 当該育児時間を減

時間を超え い範囲 行う  

」 非常勤職員 対 部分休業 承認 い 1日 当

該非常勤職員 い 1日 定 勤務時間 5時間45

分を減 時間を超え い範囲内 。当該非常勤職員 育児時間を

承認さ い 場合 あ 当該時間を超え い範囲内

「時間 当該育児時間を承認さ い 時間を減 時間

を超え い範囲内 )行う  

附 則 

条例 和「 4月1日 施行  


